
出水市病院事業公告第１７号  

公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。  

  平成３０年１１月６日  

 

出水市病院事業管理者  今  村  純  一       

 

業務発注部署  出水市病院事業事務部経営企画課  

業務名  出水市病院事業経営分析システム導入事業  

業務概要  

１  業務内容  

医事データを活用した現状分析を詳細に行い、他院との

比較等により当院の状況を客観的に把握することで改善

点を可視化し、課題解決を図ることで収益の最大化を図る

ため、経営分析システムを導入する。  

２  業務仕様  

  別紙「仕様書」のとおり  

参加資格  

１  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定に該当しないこと。  

２  公告日現在において、出水市物品調達等入札参加資格審

査要綱（平成２０年出水市告示第６９号）第４条の規定に

基づき、入札参加登録者名簿に登録されていること。  

３  公告日から契約締結日までの間に、出水市物品調達等有

資格業者の指名停止に関する要綱（平成２０年出水市告示

第７０号）第３条の規定に基づく指名停止措置期間中でな

いこと。  

４  手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が

著しく不健全なものでないこと。  

５  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づ

く更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の規定に基づく再生手続開始申立てがなされ



た者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続

開始若しくは、更正計画又は再生計画の認可の決定が確定

したものを除く。）ではないこと。  

６  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）（以下「暴対法」という。）第

２条の暴力団をいう。）又は暴力団員等（暴対法第 2 条第

6 号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をい

う。）又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。  

７  九州管内に本社、支店又は営業所等を有すること。  

担当部署  

〒８９９－０１３１  

 鹿児島県出水市明神町５２０番地  

  出水総合医療センター事務部経営企画課  

   電話   ０９９６－６７－１６１１  

   ＦＡＸ  ０９９６－６７－１６６１  

実 施 要 領 等 の

交付期間、場所

及び方法  

１  交付期間  

  公告日から平成３０年１１月２７日（火）午後５時１５

分まで  

２  交付場所及び方法  

  出水総合医療センターホームページからダウンロード  

参加申込書、提

案 書 等 の 提 出

期限、場所及び

方法  

１  提出期限  

 ⑴  参加申込書  

   平成３０年１１月１３日（火）午後５時１５分  

 ⑵  提案書等  

   平成３０年１１月２７日（火）午後５時１５分  

２  提出場所及び方法  

 ⑴  担当部署に同じ  

 ⑵  持参又は郵送（簡易書留に限る。）  

   ただし、郵送の場合は提出期限までに担当部署へ必着

のこと  



その他  

１  提案書等の取扱い  

⑴  提出された参加表明書、企画提案書等は、返却しない。 

⑵  提出された参加表明書、企画提案書等は、本業務の目

的を達成するために必要な範囲内において複製するこ

とがある。  

⑶  提出された参加表明書、企画提案書等は、本業務の目

的を達成するために必要な範囲を超えて、無断で使用し

ない。  

２  失格  

  参加事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、失

格となる。  

⑴  提出された参加表明書、企画提案書等に虚偽の内容が

記載されているとき。  

⑵  審査の公平性を害する行為を行ったとき。  

⑶  参加資格の要件を満たさなくなったとき。  

⑷  企画提案書等が提出期限までに提出されなかったと

き。  

⑸  見積額の１００分の１０８に相当する額が、２の⑸の

提案上限額を超えているとき。  

３  その他  

 ⑴  このプロポーザルへの参加に要した費用の全ては、参

加事業者の負担とする。  

⑵  提出期限の経過後は、参加表明書、企画提案書等の提

出、再提出及び差替えを認めない。  

⑶  提出された参加表明書、企画提案書等の著作権は、参

加事業者に帰属する。ただし、当院がこのプロポーザル

の審査その他本業務の実施のために必要な範囲内で、こ

れらを無償で複製し、使用することができるものとす

る。  



⑷  提出された参加表明書、企画提案書等は、出水市情報

公開条例（平成１８年出水市条例第１６号）の規定に基

づく公文書の開示請求の対象になる。  

⑸  このプロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届

（様式４）を提出すること。  

⑹  電子メール等の通信事故については、当院はいかなる

責任も負わない。  

⑺  詳細は「出水市病院事業経営分析システム導入業務 l

公募型プロポーザル実施要領」による。  

 


